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公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
体
制
の
整
備
の
た
め
の
公
営
住
宅
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令
案

参
照
条
文

○
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
体
制
の
整
備
の
た
め
の
公
営
住
宅
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日
法
律
第

七
十
八
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
（
住
宅
金
融
公
庫
法
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
二

及
び
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
（
勤
労
者
財
産
形

成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
一
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
及
び
第
十
五
条
（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


